
○湖南衛生組合一般職職員の旅費支給条例  

昭和 37年６月 11日  

条例第７号  

(目的 ) 

第１条  湖南衛生組合一般職の職員が、公務のため旅行するときは、別に

定めるもののほか、この条例により旅費を支給する。  

(昭 40条例４・一部改正 ) 

(旅費の種類 ) 

第２条  旅費は鉄道賃、船賃、航空賃、車馬賃、日当、宿泊料及び食事料

とする。  

(昭 45条例４・一部改正 ) 

(旅費の計算 ) 

第３条  鉄道賃、船賃、航空賃、車馬賃はこれに要する実費を日当は日数

により、宿泊料は宿泊数により支給する。ただし、水路旅行の場合の宿

泊料は支給しない。  

第４条  旅費は、もつとも経済的な通常の経路及び方法により旅行する場

合の順路により計算し、支給する。ただし、天災その他やむを得ない事

由により順路により難い場合はその現に経過した道順による。  

第５条  旅費は別表により支給する。ただし、上司に随行したときは、都

内出張の場合を除いて、その上司と同額を支給する。  

第６条  特別の職務のため出張するとき又は、一定期間を連続して出張し、

若しくは、宿泊を要しない都外出張をする場合は、任命権者が、その都

度定める方法により旅費を支給し、又は支給しないことができる。  

第７条  任命権者は出張者が、公用の交通機関、宿泊施設等を利用して出

張した場合、その他この条例により、正規の旅費を支給するが、不当に

旅行の実 費をこ え る場合に おいて は 、そのこ える部 分 の旅費に ついて 、

全部又は、一部を支給しないことができる。  

(実施規定 ) 

第８条  この条例 の施行に ついて必 要な事項 は、任命 権者が別 に定める 。 

付  則  

この条例は、公布の日から施行する。  

付  則 (昭和 40年６月 30日条例第４号 ) 

この条例は、公布の日から施行し、別表の改正規定は昭和 40年４月１日

から、その他の改正規定は昭和 40年５月１日から適用する。  

付  則 (昭和 45年４月１日条例第４号 ) 

この条例は、公布の日から施行し、昭和 45年４月１日から適用する。  



付  則 (昭和 48年 10月２日条例第８号 ) 

１  この 条例は、 公布の日 から施行 し、昭和 48年 10月１日から 適用する 。 

２  改正後の別表の規定は、昭和 48年 10月１日以後に出発する出張及び同

日前に出発し、かつ、同日以後に完了する出張のうち同日以後の期間に

対応する分について適用し、当該出張のうち同日前の期間に対応する分

及び同日前に完了した出張については、なお従前の例による。  

付  則 (昭和 54年４月１日条例第３号 ) 

この条例は、昭和 54年４月１日から施行する。  

付  則 (昭和 60年３月 20日条例第４号 ) 

この条例は、昭和 60年４月１日から施行する。  

付  則 (平成３年３月５日条例第３号 ) 

この条例は、平成 ３年４月１日から施行する。  



別表  

(昭 45条例４・全改、昭 48条例８・昭 54条例３・昭 60条例４・平３

条例３・一部改正 ) 

区分  日当  宿泊料  食事料  

宿泊を要し

ない出張  

宿泊を要す

る出張  

２ 等 級 以 上 の 職 務

にあるもの  

円  円  円  円  

2,200 2,200 13,100 2,200 

３ 等 級 以 下 の 職 務

にあるもの  1,700 1,700 13,100 1,700 

備 考  路 程 30キ ロ メ ー ト ル 未 満 の 出 張 の 場 合 に お け る 日 当 の 額 並 び に 固

定 宿 泊 施 設 に 宿 泊 し な い 場 合 に お け る 宿 泊 料 の 額 は そ れ ぞ れ 定 額 の ３

分の２に相当する額とする。  


